
 

京都市情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則の一部を改正する等の規則を公布す

る。 

令和５年１２月１２日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

   京都市情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則の一部を改正する等の規則 

（京都市情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則の一部改正） 

第１条 京都市情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第１条の前の見出しを「（合議体）」に改め、同条第１項各号列記以外の部分中「部

会の構成員は、次に掲げる者とする」を「合議体ごとに合議体の長を置く」に改め、同

項各号を削り、同条第２項を削り、同条第３項中「部会長」を「合議体の長」に改め、

「、第１項第１号に掲げる者のうちから」を削り、同項を同条第２項とし、同条第４項

中「部会長」を「合議体の長」に、「その部会」を「当該合議体」に改め、同項を同条

第３項とし、同条第５項中「部会長」を「合議体の長」に改め、「第１項第１号に掲げ

る者のうちから」を削り、同項を同条第４項とする。 

第２条第１項中「部会は」を「合議体は」に、「部会長」を「合議体の長」に改め、

同条第２項中「部会長」を「合議体の長」に改め、同条第３項中「部会」を「合議体」

に改め、同条第４項中「部会長」を「合議体の長」に、「部会の」を「合議体の」に、

「審議会」を「会長」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加

える。 

４ 合議体の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

第４条を第６条とし、第３条を第５条とし、第２条の次に次の２条を加える。 

（弁明書の写しの提出） 

第３条 京都市情報公開・個人情報保護審議会条例第９条第１項に規定する諮問庁（以

下「諮問庁」という。）は、京都市情報公開条例第１８条第１項、個人情報の保護に

関する法律第１０５条第３項において読み替えて準用する同条第１項又は京都市個

人情報保護条例第６２条第１項の規定による諮問を行ったときは、審議会が定める日

までに行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第２９条第２

項の規定により処分庁等（同法第４条第１号に規定する処分庁等をいう。）から提出
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を受け、又は自ら作成した弁明書の写しを審議会に提出しなければならない。 

（口頭意見陳述の記録の提出） 

第４条 前条に規定する場合において、諮問庁は、行政不服審査法第９条第３項におい

て読み替えて適用する同法第３１条第２項に規定する口頭意見陳述（以下「口頭意見

陳述」という。）を行ったときは、速やかに口頭意見陳述の記録を審議会に提出しな

ければならない。ただし、当該諮問に係る答申があった後に、口頭意見陳述を行った

ときは、この限りでない。 

（京都市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則の廃止） 

第２条 京都市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前にこの規則による廃止前の京都市情報公開・個人情報保護審査

会条例施行規則第３条又は第４条本文の規定により京都市情報公開・個人情報保護審議

会条例の一部を改正する等の条例（令和５年１１月１３日京都市条例第１８号。以下「一

部改正等条例」という。）による廃止前の京都市情報公開・個人情報保護審査会条例第

１条に規定する京都市情報公開・個人情報保護審査会に提出された弁明書の写し又は口

頭意見陳述（行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第３１条第

２項に規定する口頭意見陳述をいう。以下同じ。）の記録で、この規則の施行の際当該

提出に係る諮問に対する答申がなされていないものは、この規則による改正後の京都市

情報公開・個人情報保護審議会条例施行規則第３条又は第４条本文の規定により一部改

正等条例による改正後の京都市情報公開・個人情報保護審議会条例第１条に規定する京

都市情報公開・個人情報保護審議会に提出されたものとみなす。 

（関係規則の一部改正） 

３ 京都市情報公開条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  第９条（見出しを含む。）中「情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書」を「情報

公開・個人情報保護審議会諮問通知書」に改める。 

  第１０号様式１注以外の部分及び同様式２中「情報公開・個人情報保護審査会諮問通

知書」を「情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書」に、「京都市情報公開・個人情



 

報保護審査会」を「京都市情報公開・個人情報保護審議会」に改める。 

４ 京都市個人情報保護規則の一部を次のように改正する。 

  第２８条（見出しを含む。）及び第５８条（見出しを含む。）中「情報公開・個人情

報保護審査会諮問通知書」を「情報公開・個人情報保護審議会諮問通知書」に改める。 

  第２３号様式１及び２中「情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書」を「情報公開・

個人情報保護審議会諮問通知書」に、「京都市情報公開・個人情報保護審査会」を「京

都市情報公開・個人情報保護審議会」に改める。 

（総合企画局情報化推進室情報管理担当） 

 


